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（公社）全国シルバー人材センター事業協会会員の皆様へ 

 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

シルバー人材センター全国団体保険制度 

保険料改定ならびに補償プランの一部改定のご案内 
 

シルバー人材センター保険業務につきましては日頃より格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

シルバー人材センター全国団体保険制度の東京海上日動プランについて、2026年度より以下のとおり保険料改定

ならびに補償プランの改定を行います。 

このご案内では改定内容の概要を記載しておりますので、ご確認いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

シルバー人材センター全国団体賠償責任保険は、2024 年度に保険料改定および事故件数に応じた免責金額

設定を必須とする改定を実施したものの、加入センターにおける損害賠償事故が依然として多発しており損害率が

高止まりしている状況を踏まえ、東京海上日動プランにおきましては、団体保険制度の維持のため 2026年度より

保険料改定を実施します。 

保険料引き上げの内容は以下のとおりです。 

●2024年 10月から 2025 年 9月の間に発生し、かつ 2025年 10月末時点で支払い完了となっている

事故が 0件のセンターについては、3%の割引を適用します 

●一方で、同期間において支払い完了となっている事故が 1件以上あるセンターについては、15%の割増を

適用します 

 

 

 

 

2026 年度より、東京海上日動プランにおきましては、補償プランの一部改定ならびに追加を下記のとおり実施い

たします。 

 

●免責ありプランの免責金額を、3万円と 10万円の 2 パターンに変更いたします。 

   ●2024年 10 月から 2025 年 9月の間に発生し、かつ 2025 年 10 月末時点で支払い完了となっている事故

が 0件・1 件のセンターについては免責 0円、免責 3万円あるいは免責 10万円いずれのプランもご契約いた

だけます（0件と 1件では保険料が異なります。）。 

   ●2024年 10 月から 2025 年 9月の間に発生し、かつ 2025 年 10 月末時点で支払い完了となっている

事故が 2件のセンターについては免責３万円あるいは免責 10万円のプランにご契約いただけます。 

   ●2024年 10 月から 2025 年 9月の間に発生し、かつ 2025 年 10 月末時点で支払い完了となっている

事故が３件以上のセンターについては、免責 10万円のプランのみご契約いただけます。  

 

１．賠償責任保険・保険料改定 

 

東京海上日動プラン 

２．賠償責任保険・補償プラン（免責金額）の一部改定 
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事故件数 免責金額 

0 件 
0 円 3 万円 10万円 

1 件 

2 件 ― 3 万円 10万円 

3 件以上 ― ― 10万円 

 

 

 

 

 

2026 年度より、熱中症補償なしプラン（T1・T2・T3 プラン）を廃止し、熱中症補償ありプランのみを販売いたしま

す。具体的には、普通保険約款にて熱中症補償を自動補償とし、「熱中症危険担保特約」は廃止いたします。熱中

症補償なしを希望されるセンターの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただけますと幸いです。熱中症補償あ

りプランにご加入のセンターについての保険料値上げはございません。一方で、2025年度熱中症なしプランのお客様は

保険料が値上がりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

補償内容の詳細については、「シルバー人材センター全国団体保険制度のご案内（パンフレット）」をご覧ください。 

ご不明な点がありましたら、代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く）  

３．傷害保険・熱中症補償の自動付帯化 
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【ご参考】 

2026 年度補償プラン 

※表内注釈等詳細はパンフレットをご確認ください。 

 

2026 年度保険料表 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

 
こちらの二次元バーコードからお問い合わせください。 

東京海上日動火災保険株式会社 公務第一部 公務第二課 

〒102－8014 東京都千代田区三番町 6－4 

電話：03－3515－4124 


